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１ 高松広域都市圏都市交通マスタープランについて

２ 高松広域都市圏都市交通マスタープランフォローアップ委員会について

３ 今後の高松広域都市圏都市交通マスタープランについて【議事】

４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて【議事】

５ 情報提供
① 四国地方整備局
② 四国運輸局

６ 講演
「香川県の都市ビジョンの再構築に向けて

-なぜパーソントリップ調査なのか-」
（一財）計量計画研究所

2第11回高松広域都市圏都市交通マスタープランフォローアップ委員会
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• 人口減少・高齢化、環境問題、価値観の多様化、災害など、交通行動の変化を誘引する様々な
事象が生じている。

• 将来目指すべき都市像を実現するため、「目標達成型の計画」を策定し、将来にわたって持続可
能なまちづくりを行っていくことが求められている。

①高松広域都市圏都市交通マスタープランの背景

• 土地利用と交通に関する施策によってまちづくり計画を支える総合的な計画
• 目標年次は、パーソントリップ調査の実施年次（平成24年）から20年後の令和14年

②高松広域都市圏都市交通マスタープランの位置づけ

高松広域都市圏都市交通マスタープラン

香川県全域

せとうち田園都市香川創造プラン

地域別計画

都市計画区域マスタープラン

市町別計画

都市計画マスタープラン

市町別個別計画（交通分野等）
とも整合

・高松市総合都市交通計画
・高松市交通戦略計画

・高松市環境配慮型都市交通計画
・地域公共交通総合連携計画

国の関連の法律等を踏襲
・都市再生特別措置法

・地域公共交通活性化再生法
・交通政策基本法
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土地利用施策 交通施策

１ 高松広域都市圏都市交通マスタープランについて

※「高松広域都市圏都市交通マスタープラン」策定当時の名称

※

１ 高松広域都市圏都市交通マスタープランについて 4

〇香川県が目指すべき将来都市像

都市計画区域マスタープランにより、集約型都市構造を提言
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5１ 高松広域都市圏都市交通マスタープランについて

○自動車や公共交通等、各種交通相互の連携強
化による総合呼応通体系の構築

○安全かつ円滑な交通体系の構築

○環境に配慮した持続性の高い交通体系の構築

○高齢者や移動困難者等に対応するための手段
確保

○中心市街地の求心性向上に資する交通体系の
構築

集約型都市構造を支える交通体系の構築

県外等との広域的な交流や観光活動を支
える交通体系の構築

計画課題

拠点内居住の促進

適正な土地利用コントロール

拠点間連携軸の強化

拠点（交通結節点）へのアクセス性向上

公共交通の利用促進

拠点内周遊環境向上

• 拠点内の住居を魅力あるものにするとともに、拠点
内への居住を促進します。

• 拠点内と拠点外の土地利用を分けます。

• 拠点と拠点を結ぶ交通を魅力あるものにします。

• 一定のサービスを有する交通を確保します。

• 拠点内の移動を便利にするための交通を確保します。

・公共交通を将来にわたって維持し、より魅力的な移動を促
していきます。

〇計画課題と取り組むべき施策

３４の具体的な施策メニューを提案

施策の体系

「高松広域都市圏都市交通マスタープラン」は基礎自治体、交通事業者等が課題認識を
共有化するものであり、まちづくりの“ガイドライン”として、各主体が積極的に具現化を図って
いくことが必要
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〇計画の評価・改善の仕組み

１ 高松広域都市圏都市交通マスタープランについて

「評価（Check）」においては、評価指標（モニタリング指標）を設定し、施策実施の効果を把握・評価

●フォローアップの目的

着実に具現化していくため、進捗管理や時代潮流に合わせた更新等（フォローアップ）が必要

●PDCAサイクルの構築

「計画策定（Plan）」、「施策の実施（Do）」、「評価（Check）」、「改善・見直し（Act）」という一連の流れを
実行するための仕組みを構築

●モニタリング計画



情報共有
• 県内の施策実施状況、進捗状況の把握
• 施策や都市構造の評価内容を共有
• アーカイブの蓄積

情報発信
• 代表的な取組事例の紹介
• インターネット等で情報を発信する。

県民

【高松広域都市圏都市交通マスタープランフォローアップ委員会】

（都市＋交通）
まちづくりの連携強化・情報共有の場

交通
事業者県

国 市町

目的：集約型都市構造及び公共交通の利用促進に資する施策の推進や進行管理

委員会 勉強会

• 委員会と勉強会の実施により、情報の
共有、施策の促進を図る

• 委員会の考え方を、市町の実務者に
フィードバックする

7２ 高松広域都市圏都市交通マスタープランフォローアップ委員会について

〇国、県、市町、交通事業者等が同一の方向性で施策実施を目指すための
｢仕組みづくり｣

進捗管理・・・１年毎
• 各事業主体における施策の進捗管理表を基に、毎年の進捗管理結果の情報共有
• 各事業主体における代表的取組事例の情報発信

施策評価・・・５年毎
• 指標評価の結果を協議し、必要に応じ施策の見直し等を検討する（小さなＰＤＣＡ)

ＡＣ ＰＤ ＤＰ

5年 5年 5年 5年
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年
）
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ＡＤ

Ｐ

Ｃ

ＡＤ

Ｐ

Ｃ

ＡＤ

Ｐ

小さなＰＤＣＡサイクル

施策実施状況の把握（進捗管理）・情報発信の継続

評価 評価 評価
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〇フォローアップの概要

●PDCAサイクルの確立

●フォローアップの頻度

２ 高松広域都市圏都市交通マスタープランフォローアップ委員会について
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※１第１回ＰＴ調査1974（S45）

※１第２回ＰＴ調査1990（H2）

総合都市交通計画（H3）1991（H3）

※２高松新都市ＯＤ1999（H11）

※１第３回ＰＴ調査2012（H24）

高松広域都市圏都市交通マスタープラン（H27.3）策定2014（H26）

第１回フォーローアップ委員会2015（H27）

第２回委員会2016（H28）

第３回委員会調査５年2017（H29）

指標評価(１回目)第４回委員会2018（H30）

指標見直し第５回委員会2019（R1）

第６回委員会2020（R2）

都市計画
基礎調査

第７回委員会2021（R3）

第８回委員会調査10年2022（R4）

香川県地域公共交通計画（R6.3）策定第９回委員会2023（R5)

指標評価(２回目)第10回委員会2024（R6）

本日第11回委員会2025（R7）

都市計画
基礎調査

…

2026（R8）

調査15年2027（R9）

2028（R10）

指標評価(３回目)2029（R11）

2030（R12）

2031（R13）

目標年次調査20年2032（R14）
※1 PT：パーソントリップ調査
※2 高松新都市OD：高松都市圏交通実態調査

２ 高松広域都市圏都市交通マスタープランフォローアップ委員会について

見直しを
提案

都市交通
計画等
策定

実態把握
・分析

10３ 今後の高松広域都市圏都市交通マスタープランについて

資料）H24高松広域都市圏ＰＴ調査

実態把握事例(地域間流動量)

都市交通マスタープラン
都市計画区域マスタープラン
都市計画マスタープラン
立地適正化計画
都市・地域総合交通戦略
地域公共交通計画
道路網計画（都市計画道路等）
道路整備計画
個別交通インフラの整備
防災計画
モビリティ・マネジメント…

都市交通調査の活用

都市圏内に居住する人を対象に、「どの
ような人が、どのような目的で、どこからど
こへ、どのような時間帯に、どのような交
通手段で」移動しているかを調査する実
態調査。

交通実態の把握、分析を行うとともに、
将来のありうる姿に関するシナリオ分析を、
シミュレーション等を活用しながら実施し、
都市や交通の関わるビジョンや計画を作
成し、施策や各種の取組みを提案する総
合的な検討を行うこと。

パーソントリップ調査は、都市交通調査
における交通実態の把握・分析のために
行われる実態調査として位置付けられる。

●パーソントリップ（PT）調査とは

●都市交通調査とは

実態調査

調査圏域内から無
作為に抽出した調
査対象者からある
1日の移動の情報
を調査票により収
集。

交通機関分担率や地域間の
流動量等の交通特性値を算
出し、交通実態の定量的な
把握・分析を実施。

将来交通量や土地利用計
画を検討し総合的な交通
計画を策定。さらに、上
位計画にそった個別計画
の策定や見直しの実施。



11３ 今後の高松広域都市圏都市交通マスタープランについて

・計画課題・実態調査等の構成設定
・既存調査データの整理
・新調査手法の活用方策の検討
・調査対象範囲の検討 等

事前検討調査（１）

・実態調査内容の設定
・広報活動・関係者意見聴取の計画
・全体スケジュール・体制の検討
・WEB調査システム・アプリの開発 等

事前検討調査（２）

・調査全体計画策定
・調査対象者の名簿整理
・広報活動
・実態調査の実施
・マスターデータ作成・基礎集計 等

実態調査

・現況集計・特性の分析
・課題・将来像の検討
・人口フレームの設定
・将来交通需要予測 等

集計・分析

・土地利用交通モデルによる検証
・総合都市交通計画の検討 等

交通マス検討

R8
年度

R9
年度

R10
年度

R11
年度

R12
年度～

高松広域都市圏都市交通マスタープラン策定H26年度

（前回調査） 高松広域都市圏都市交通体系調査実施H24年度

都市計画
基礎調査

データ収集

・土地利用
・人口
・産業
・交通
・都市施設
・防災

・・・

分析・課題把
握等

●都市交通調査の進め方（予定）

人々の
移動実態の

変化

公共施設の
統廃合

地域公共交通の
再編

新たなモビリティの
社会実装

新たな生活様式

高松広域都市圏都市交通マスタープラン

集約型都市構造の実現に向けたまちづくり基本方針

香川県全域

総合計画 『人生100年時代のフロンティア県・香川』実現計画

地域別計画

都市計画区域マスタープラン（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針）

土地利用施策 交通施策

市町別計画

都市計画マスタープラン

立地適正化計画 地域公共交通計画（市町）
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香川県地域公共交通計画

改正都市計画法に伴う区域マスの見直しについての県の基本的な考え方を示したもの

区域マスに示す「集約拠点が公共交通機関を主としたネットワークで有機的に連携した都市構造」
の実現に向け、これを支える都市交通のあり方などを総合的に検討したマスタープラン

広域的根幹的な都市づくりの基本方針

将来にわたって地域公共交通を維持していくため、交通事業者と行政等
が公共交通の将来目指す姿と、その実現に向けた施策の方向性を共有
する、公共交通政策のマスタープラン

市町村の都市計画に関する基本的な方針

市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公
共交通の充実等に関する包括的なマスタープラン

「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする「マス
タープラン」としての役割を果たすもの

３ 今後の高松広域都市圏都市交通マスタープランについて

R7～見直し

策定済市町数
0市町（H27.3）→ 9市町（R7.3）

策定済市町数
1市町（H27.3）→14市町（R7.3）

R7～見直し



13３ 今後の高松広域都市圏都市交通マスタープランについて

●【参考】第１回 都市計画区域マスタープラン等検討委員会資料より

交通施策

土地利用施策
31. ライフステージ変化時の

都心居住優遇措置（補助）

適正な土地利用
コントロール

拠点内居住の促進

34. 拠点内の用途地域の設定

1. 新交通システムの導入

21. バス専用レーン化
（広域拠点+広域拠点隣接地域拠点）

20. ことでん本数増便（一部複線化）

9. 拠点内主要駅へのアクセス街路整備

11. 拠点内主要駅のバリアフリー化

12. バス車両のバリアフリー化

13. 歩道整備

14. 自転車専用道・レーン等整備

15. 広域拠点内交通の確保

6. 駅前広場整備（仏生山駅）

7. P&R・P&BR駐車場整備

5. ことでん新駅整備

18. モビリティマネジメントの実施

29. 広域拠点流入規制

30. 広域拠点内駐車対策

16. 拠点内コミュニティサイクル

19. JR運行本数増便（一部複線化）

4. コミュニティバス再編（選択と集中）

3. 路線バス再編（選択と集中）

22. デマン ドバス ・乗合タクシー等
需要に応じたサービス検討

32. 拠点内建築物のリノベーション

17. 鉄道・バス・P&R等間の
共通ICカード化による料金割引

8. C&R駐輪場の整備

23. JR-ことでん間の乗継強化
（高松駅-高松築港駅）

拠点（交通結節点）
へのアクセス性向上

拠点間連携軸
の強化

公共交通利用促進

拠点内周遊環境
向上

2. 都市計画道路網の整備

27. 道路空間の再編

28. 都心環状道路整備
（広域拠点通過交通抑制）

33. 拠点外の土地利用規制

24. 基幹交通軸の結節機能の強化

26. 地域拠点内交通の確保

10. 空港へのアクセス性の向上

＜施策メニュー＞

戦略型シナリオ①（既存施策） 戦略型シナリオ②（追加提案施策）

＜施策体系＞

25. JR新駅整備

施策推進に資する主な
計画策定状況

〇都市計画マスタープラン

〇地域公共交通計画 （旧公共交通網形成計画）

〇防災関連計画

〇立地適正化計画

32-1. 都市機能の向上策

14

〇進捗管理

４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

【資料4-1】具体的施策の実施状況の一覧表

【資料4-2】
施策の進捗状況を数値で

示した進捗管理表

【資料4-3】
施策メニューのうち
代表的な取組事例



• 拠点（交通結節点）へのアクセス性向上施策体系
11. 拠点内主要駅のバリアフ

リー化 • 高齢者や身体障害者等の移動の支援
• 高齢者や身体障害者等の外出機会の促進

想定される
効果

各市町■市町名

短期■事業年度（計画）

ことでん・JR■想定される事業主体

■具体的内容

• 高齢者や身体障害者等の全ての人にとって、移動しやすい公共交通の利用環境を確保するため、
拠点内主要駅にバリアフリー施設の設置、改修を実施。

• エレベーター設置等による段差の解消、視覚障害者誘導用ブロック、車いす使用者対応型トイレ、
ホームドアの設置等

15４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

STEP1：短期

11. 拠点内主要駅のバリアフリー化

12. バス車両のバリアフリー化

7. P&R・P&BR駐車場整備

18. モビリティマネジメントの実施

16. 拠点内コミュニティサイクル

32. 拠点内建築物のリノベーション

24. 基幹交通軸の結節機能の強化

26. 地域拠点内交通の確保

31. ライフステージ変化時の
都心居住優遇措置（補助）

32-1. 都市機能の向上策

＜施策メニュー＞

〇進捗管理 （例）上段：マスタープラン掲載の個別施策イメージ／ 下段：資料4-1（実施施策一覧表）抜粋

＜施策メニュー＞ ＜各実施主体の取組み状況＞

16４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

駅名  段差の解消
視覚障害者
誘導ブロック

障害者対応
トイレ

高松 ◯ ◯ ◯
香西 ▲ ◯ -
鬼無 ◯ × ×
八十場 ▲ ◯ -
坂出 ◯ ◯ ◯
宇多津 ◯ ◯ ◯
丸亀 ◯ ◯ ◯
讃岐塩屋 ▲ ◯ -
多度津 × ◯ ◯
観音寺 × × ×
端岡 × ◯ ×
詫間 ▲ × ×
高瀬 × × ×
本山 ▲ × ×
豊浜 ▲ × ×
金蔵寺 ◯ × ×
善通寺 × ◯ ×
琴平 × ◯ ×
昭和町 ▲ ◯ -
栗林公園北口 × ◯ -
栗林 × × ×
木太町 × ◯ -
屋島 × ● ×
古高松南 ▲ ◯ -
志度 ◯ ◯ ×
オレンジタウン × ◯ ×
三本松 × ◯ ×
八栗口 ● ◯ -
讃岐牟礼 ▲ ◯ -
讃岐津田 × × ×
讃岐白鳥 ◯ ◯ ×
引田 × ◯ -

予讃線

土讃線

高徳線

JR

凡例
：広域拠点内にある駅
：地域拠点内にある駅
：コミュニティ拠点内にある駅

○ ：整備済
△ ：段差は解消されているが、手す

りがない、勾配が基準を満たして
いない等の理由で、「移動等円滑
化基準」には適合していない

✕ ：未整備
赤字 ：H27〜R6の間に整備

●11.拠点内主要駅のバリアフリー化 段差の解消、視覚障害者誘導ブロック、障害者対応トイレの整備状況

駅名  段差の解消
視覚障害者
誘導ブロック

障害者対応
トイレ

高松築港 ◯ ◯ ◯
片原町 ◯ ◯ ◯
瓦町 ◯ ◯ ◯
栗林公園 ◯ ◯ ◯
三条 ◯ ◯ ◯
伏石 ● ● ●
太田 ◯ ◯ ◯
仏生山 ● ● ●
空港通り ◯ ◯ ◯
一宮 ◯ ◯ ×
琴電琴平 ◯ ● ●
綾川 ◯ ◯ ◯
滝宮 × × ×
栗熊 × × ×
榎井 × × ×
花園 ◯ ◯ ×
林道 ◯ ◯ ×
木太東口 ◯ ◯ ×
元山 ◯ ◯ ×
農学部前 × × ×
平木 × × ×
学園通り ◯ ◯ ●
水田 ◯ ◯ ◯
長尾 × × ×
今橋 ◯ ◯ ◯
松島２丁目 × × ×
沖松島 ◯ ◯ ×
春日川 × × ×
潟元 ◯ ◯ ◯
琴電屋島 ◯ ◯ ×
古高松 ◯ ◯ ×
八栗 ◯ ◯ ×
琴電志度 × × ×
六万寺 ◯ ◯ ×
大町 ◯ ◯ ×

ことでん

琴平線

長尾線

志度線



17４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

●香川県地域公共交通計画

【出典】香川県「香川県地域公共交通計画」
（https://www.pref.kagawa.lg.jp/kotsu/kotsukeikaku/keikaku.html）

～～～～～～～～～～～～～～省 略～～～～～～～～～～～～～～

18

• 拠点（交通結節点）へのアクセス性向上施策体系
24. 基幹交通軸の結節機能の

強化 • 公共交通利用促進
• 拠点内居住の促進

想定される
効果

丸亀市・さぬき市・観音寺市・三豊市・琴平町■市町名

短期■事業年度（計画）

バス事業者■想定される事業主体

■具体的内容

• 鉄道ネットワークのミッシング
リンク※に関して、バス交通で
結ぶことにより基幹的な公共
交通網の強化を図る。

※ミッシングリンク：連続的な事象 に対して、分断
されている箇所

４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

観
音
寺
駅

丸
亀
駅

琴
平
駅

こ
と
で
ん
栗
熊
駅

こ
と
で
ん
長
尾
駅

津
田
駅

JR

JR

JR

JR

STEP1：短期

11. 拠点内主要駅のバリアフリー化

12. バス車両のバリアフリー化

7. P&R・P&BR駐車場整備

18. モビリティマネジメントの実施

16. 拠点内コミュニティサイクル

32. 拠点内建築物のリノベーション

24. 基幹交通軸の結節機能の強化

26. 地域拠点内交通の確保

31. ライフステージ変化時の
都心居住優遇措置（補助）

32-1. 都市機能の向上策

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kotsu/kotsukeikaku/keikaku.html


19４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

●24．基幹交通軸の結節機能の強化 県内バス網

【出典】都市計画基礎調査（R4,R5）

基幹交通軸の結節機能の強化

JR観音寺駅

JR丸亀駅

JR琴平駅

ことでん
栗熊駅

ことでん
長尾駅

JR津田駅

さぬき市コミュニティバス
津田・大川・寒川線 ６本/日

大川バス本社前→津田出張所 ３本/日
津田出張所→大川バス本社前 ３本/日

丸亀コミュニティバス
レオマ宇多津線 12本/日

丸亀駅→琴電栗熊駅 ６本/日
琴電栗熊駅→丸亀駅 ６本/日
（土日祝及び12/29～1/3は各5本/日）

三豊市コミュニティバス
財田観音寺線 ９本/日

琴平駅→観音寺駅 ４本/日
観音寺駅→琴平駅 ５本/日
（日・祝除く）

2020

• 拠点（交通結節点）へのアクセス性向上施策体系
23. JR-ことでん間の乗継強化

（高松駅-高松築港駅） • ことでん-JR間の乗継利便性の向上による
鉄道利用者の増加

想定される
効果

高松市■市町名

中期■事業年度（計画）

交通事業者、県、高松市■想定される事業主体

■具体的内容

• JR高松駅とことでん高松築港駅間については、駅が離れているため、シームレスな乗継ができな
い状況にある。

• この距離による乗継抵抗への対応として乗継利便性を高めるものとする。
• 移動時間の短縮策としては、ピストン運行の「新たな交通モードの導入」や「動く歩道」等が考えら

れる。

STEP2：短中期

22. デ マン ドバス ・乗合タクシー等
需要に応じたサービス検討

8. C&R駐輪場の整備

23. JR-ことでん間の乗継強化
（高松駅-高松築港駅）

４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて



21４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

●JR-ことでん間の乗継強化 （高松駅-高松築港駅） 第５回 高松中心市街地プロムナード化検討会議

2222

• 拠点間連携軸の強化施策体系

2. 都市計画道路網の整備 • 歩行者・自転車空間の確保
• 公共交通等の定時性確保

想定される
効果

各市町■市町名

中長期■事業年度（計画）

全市町の各道路管理者■想定される事業主体

■具体的内容

• 都市計画道路網の見直しにより存続と判断された街路について、計画的に整備を推進する。
• 街路整備にあたり、自動車・バスの走行性の向上を図るだけでなく、自歩道整備により、徒歩・自

転車利用の促進を図り、賑わいの創出を図る。

STEP3：中長期

４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

34.拠点内の用途地域の設定

1. 新交通システムの導入

21. バス専用レーン化
（広域拠点+広域拠点隣接地域拠点）

20. ことでん本数増便（一部複線化）

9. 拠点内主要駅へのアクセス街路整備

13. 歩道整備

14. 自転車専用道・レーン等整備

15. 広域拠点内交通の確保

6. 駅前広場整備（仏生山駅）

5. ことでん新駅整備

29.広域拠点流入規制

30. 広域拠点内駐車対策

19. JR運行本数増便（一部複線化）

17. 鉄道・バス・P&R等間の
共通ICカード化による料金割引

2. 都市計画道路網の整備

27. 道路空間の再編

28. 都心環状道路整備
（広域拠点通過交通抑制）

33.拠点外の土地利用規制

10. 空港へのアクセス性の向上

25. JR新駅整備

全線

未着手
延長
（㎞）

全線

未着手
路線数
（路線）

未着手
延長
（㎞）

改良率
（％）

改良
済み

延長
（㎞）

計画

延長
（㎞）

計画路
線数

（路線）

322412174424571247平成27年3月31日時点

15159779454577245令和7年3月31日時点

●進捗状況



23４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

●２．都市計画道路網の整備 都市計画道路 丸亀駅原田線(県道丸亀停車場線)

事業前

事業後

2424

• 拠点（交通結節点）へのアクセス性向上施策体系

5. ことでん新駅整備 • 駅周辺への都市機能集積
• 公共交通（ことでん）の利用促進

想定される
効果

高松市■市町名

中期■事業年度（計画）

高松市■想定される事業主体

■具体的内容

• 三条駅～太田駅（国道11号BPの橋上駅新設）
• 太田駅～仏生山駅（県道太田上町志度線との交差部に新設）
• 花園駅～林道駅

STEP3：中長期

４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

34.拠点内の用途地域の設定

1. 新交通システムの導入

21. バス専用レーン化
（広域拠点+広域拠点隣接地域拠点）

20. ことでん本数増便（一部複線化）

9. 拠点内主要駅へのアクセス街路整備

13. 歩道整備

14. 自転車専用道・レーン等整備

15. 広域拠点内交通の確保

6. 駅前広場整備（仏生山駅）

5. ことでん新駅整備

29.広域拠点流入規制

30. 広域拠点内駐車対策

19. JR運行本数増便（一部複線化）

17. 鉄道・バス・P&R等間の
共通ICカード化による料金割引

2. 都市計画道路網の整備

27. 道路空間の再編

28. 都心環状道路整備
（広域拠点通過交通抑制）

33.拠点外の土地利用規制

10. 空港へのアクセス性の向上

25. JR新駅整備

進捗状況駅名

R2.11.28 順次開業
R3.11.6 グランドオープン

三条駅～太田駅間（伏石駅）

整備中（R8年度中の開業を目指す）太田駅～仏生山駅間（多肥駅）

－花園駅～林道駅



25

●香川県地域公共交通計画

４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

●高松市総合都市交通計画（R6.6）

【出典】香川県「香川県地域公共交通計画」
（https://www.pref.kagawa.lg.jp/kotsu/kotsukeikaku/keikaku.html）

【出典】高松市「高松市総合都市交通計画（令和6年6月改定）」
（https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/machidukuri/sogotoshikoutu/kyouka_suisin/index.html）

～～～～～～～～～～～～～～省 略～～～～～～～～～～～～～～

2626

• 拠点間連携軸の強化施策体系
19. JR運行本数増便(一部複

線化） • 公共交通（JR）の利用促進
想定される
効果

高松市、坂出市、三木町■市町名

中長期■事業年度（計画）

JR■想定される事業主体

■具体的内容

• 一部区間において、現状の線路容量については、増便する余裕がないことから、本数増便にあ
たっては複線化により、容量拡大が必要となる。

• 新駅整備による駅部分の複線化によって、その部分で行き違いが可能となることから容量拡大が
図られる。

• 現状のダイヤおよび新駅の位置をもとに、最大本数を計上すると下表のとおりとなる。

STEP3：中長期

４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

34.拠点内の用途地域の設定

1. 新交通システムの導入

21. バス専用レーン化
（広域拠点+広域拠点隣接地域拠点）

20. ことでん本数増便（一部複線化）

9. 拠点内主要駅へのアクセス街路整備

13. 歩道整備

14. 自転車専用道・レーン等整備

15. 広域拠点内交通の確保

6. 駅前広場整備（仏生山駅）

5. ことでん新駅整備

29.広域拠点流入規制

30. 広域拠点内駐車対策

19. JR運行本数増便（一部複線化）

17. 鉄道・バス・P&R等間の
共通ICカード化による料金割引

2. 都市計画道路網の整備

27. 道路空間の再編

28. 都心環状道路整備
（広域拠点通過交通抑制）

33.拠点外の土地利用規制

10. 空港へのアクセス性の向上

25. JR新駅整備 線区 区間
運行本数

現行 想定

予讃線 高松～坂出 2本／時 3本／時

高徳線 高松～志度 1～2本／時 3本／時

運行本数（マリンライナー、特急除く、R7.3.15）
区間線区

終日平均ピーク時

２本/時４本/時高松～坂出予算線

２本/時高松駅発車 ２本/時
志度駅発車 ３本/時高松～志度高徳線

●運行本数

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kotsu/kotsukeikaku/keikaku.html
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/machidukuri/sogotoshikoutu/kyouka_suisin/index.html


27４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

●香川県地域公共交通計画

【出典】香川県「香川県地域公共交通計画」
（https://www.pref.kagawa.lg.jp/kotsu/kotsukeikaku/keikaku.html）

28４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

●19．JR運行本数増便(一部複線化） パターンダイヤの導入・拡大

【出典】四国旅客鉄道株式会社 ニュースリリース「2025年3月ダイヤ改正について（R6.12.13）」（https://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/assets/2025/03/07/2024%2012%2013%2003.pdf）

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kotsu/kotsukeikaku/keikaku.html
https://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/assets/2025/03/07/2024%2012%2013%2003.pdf


29４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

〇前回パーソントリップ調査（H24）後の香川県の概況

5,584

5,687

5,795 

5,450

5,500
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平成24年 平成28年 令和3年
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万
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）

従業者数の推移（全国）

426 429 432

360

370

380

390

400

410

420

430

440

平成24年 平成28年 令和3年

（
千
人

）

従業者数の推移（香川県） A 農業，林業
B 漁業
C 鉱業，採石業，砂利採取業
D 建設業
E 製造業
F 電気・ガス・熱供給・水道業
G 情報通信業
H 運輸業，郵便業

42 鉄道業
43 道路旅客運送業
44 道路貨物運送業
45 水運業
46 航空運輸業
47 倉庫業
48 運輸に附帯するサービス業
49 郵便業（信書便事業を含む）

I 卸売業，小売業
J 金融業，保険業
K 不動産業，物品賃貸業
L 学術研究，専門・技術サービス業
M 宿泊業，飲食サービス業
N 生活関連サービス業，娯楽業
O 教育，学習支援業
P 医療，福祉
Q 複合サービス事業
R サービス業（他に分類されないもの）
S 公務（他に分類されるものを除く）

産業分類
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成24年 平成28年 令和3年

従
業
者
数
（
人
）

産業分類別 従業者数の推移

42_鉄道業 43_道路旅客運送業

【出典】経済産業省「経済センサス―活動量調査」より作成（https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/census/index.html）
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年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合

30４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

【出典】香川県「人口移動調査」より作成（https://www.pref.kagawa.lg.jp/tokei/jinko/jinkoido/index.html） ※10月1日時点

〇前回パーソントリップ調査（H24）後の香川県の概況

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/census/index.html
https://www.pref.kagawa.lg.jp/tokei/jinko/jinkoido/index.html


31４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

【出典】警察庁「運転免許統計」より作成（https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/menkyo.html）
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〇前回パーソントリップ調査（H24）後の香川県の概況

32４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて
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【出典】文部科学省「学校基本調査」より作成（https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm） ※5月1日時点

〇前回パーソントリップ調査（H24）後の香川県の概況

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/menkyo.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm


33４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

【出典】厚生労働省「医療施設調査」より作成（https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1.html） ※20床以上の病床を有するものを病院としている、10月1日時点
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〇前回パーソントリップ調査（H24）後の香川県の概況
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34４ 高松広域都市圏都市交通マスタープランのフォローアップについて

〇地域公共交通計画と交通マスタープランの施策について
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https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1.html


５ 情報提供

① 四国地方整備局

② 四国運輸局
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６ 講演
香川県の都市ビジョンの再構築に向けて

-なぜパーソントリップ調査なのか-

（一財）計量計画研究所
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